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(57)【要約】
【課題】解読され難く、又通信妨害に強い装置を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】４ビットのデータを出力可能な第１出力部
と４ビットのデータを出力可能な第２出力部とを有する
発信側制御回路と、前記発信側制御回路の第１出力部に
接続され、発信側制御回路の出力する４ビットのデータ
に基づいて前記第１ＤＴＭＦ信号を発生させる第１信号
発生部と、前記発信側制御回路の第２出力部に接続され
、発信側制御回路の出力する４ビットのデータに基づい
て前記第２ＤＴＭＦ信号を発生させる第２信号発生部と
、前記第１信号発生部の発生した前記第１ＤＴＭＦ信号
と、第２信号発生部の発生した前記第２ＤＴＭＦ信号を
発生した第２ＤＴＭＦ信号を電波に乗せて発信する発信
部と、備える。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４つの周波数ｆ１～ｆ４からなる第１低群と４つの周波数ｆ５～ｆ８からなる第１高群
からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第１ＤＴＭＦ信号と定義し、
　４つの低域周波数ｆ１～ｆ４に対して各々周波数をずらしたｆ１’～ｆ４’からなる第
２低群と４つの高域周波数ｆ５～ｆ８に対して各々周波数をずらしたｆ５’～ｆ８’の第
２高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第２ＤＴＭＦ信号と定義したときに
、
　４ビットのデータを出力可能な第１出力部と４ビットのデータを出力可能な第２出力部
とを有する発信側制御回路と、
　前記発信側制御回路の第１出力部に接続され、前記発信側制御回路の出力する４ビット
のデータに基づいて前記第１ＤＴＭＦ信号を発生させる第１信号発生部と、
　前記発信側制御回路の第２出力部に接続され、前記発信側制御回路の出力する４ビット
のデータに基づいて前記第２ＤＴＭＦ信号を発生させる第２信号発生部と、
　前記第１信号発生部の発生した前記第１ＤＴＭＦ信号と前記第２信号発生部の発生した
前記第２ＤＴＭＦ信号を発生した第２ＤＴＭＦ信号を電波に乗せて発信する発信部と、備
えた発信装置。
【請求項２】
　前記第１信号発生部の発生した第１ＤＴＭＦ信号と前記第２信号発生部の発生した第２
ＤＴＭＦ信号とを加算して、前記発信部に出力するミキサを備えることを特徴とする請求
項１に記載の発信装置。
【請求項３】
　前記発信側制御回路は、前記第１出力部と前記第２出力部の両出力部に対して８ビット
のデータを４ビットずつ分けて同時出力することを特徴とする請求項２に記載の発信装置
。
【請求項４】
　４つの低域周波数ｆ１～ｆ４からなる第１低群と４つの高域周波数ｆ５～ｆ８からなる
第１高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第１ＤＴＭＦ信号と定義し、
　４つの低域周波数ｆ１～ｆ４に対して各々周波数をずらしたｆ１’～ｆ４’からなる第
２低群と４つの高域周波数ｆ５～ｆ８に対して各々周波数をずらしたｆ５’～ｆ８’の第
２高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第２ＤＴＭＦ信号と定義したときに
、
　電波を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した受信信号から前記第１ＤＴＭＦ信号を読み取って４ビットのデー
タを出力する第１信号読取部と、
　前記受信部が受信した受信信号から前記第２ＤＴＭＦ信号を読み取って４ビットのデー
タを出力する第２信号読取部と、
　前記第１信号読取部の出力する４ビットのデータを取り込む第１入力部と前記第２信号
読取部の出力する４ビットのデータを取り込む第２入力部とを有する受信側制御回路と、
を備える受信装置。
【請求項５】
　前記受信信号に前記第１ＤＴＭＦ信号と前記第２ＤＴＭＦ信号の２つのＤＴＭＦ信号が
含まれていることを条件に、データが正常である旨の確認信号を前記受信側制御回路に出
力する確認手段を備えることを特徴とする請求項４に記載の発信装置。
【請求項６】
　前記受信側制御回路は、前記確認信号の入力があることを条件に、前記第１入力部より
取り込まれる４ビットのデータと第２入力部より取り込まれる４ビットのデータとを合わ
せた合計８ビットのデータを読み込むことを特徴とする請求項５に記載の発信装置。
【請求項７】
　請求項１又は請求項２に記載の発信装置と、請求項４又は請求項５に記載の受信装置と
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、を備えた伝達装置。
【請求項８】
　請求項３に記載の発信装置と、請求項６に記載の受信装置と、を備えた伝達装置。
【請求項９】
　前記第２低群は、周波数ｆ１’又は周波数ｆ２’が、周波数ｆ１と周波数ｆ２の間の帯
域に含まれるように第１低群の全体をずらしたものであり、
　前記第２高群は、周波数ｆ５’又は周波数ｆ６’が、周波数ｆ５と周波数ｆ６の間の帯
域に含まれるように第１高群の全体をずらしたものであることを特徴とする請求項７又は
請求項８に記載の伝達装置。
【請求項１０】
　請求項７ないし請求項９のいずれか一項に記載の伝達装置を中継点としてイベントの発
生情報を伝達する情報伝達システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発信装置、受信装置、伝達装置、情報伝達システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献には、２つの無線機間でＤＴＭＦ信号（Dual-Tone Multi-Frequency）を
利用して通信を行い、情報を送受信するようにした無線通信システムが開示されている。
ＤＴＭＦ信号は低群と高群からなる２群の周波数を組み合わせた信号であり、いわゆるト
ーン信号として広く知られている。ＤＴＭＦ信号は情報を正確に伝えることが可能である
という利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－３２４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ＤＴＭＦ信号は使用帯域が開示されていることから、解読され易く、又通信妨
害を受け易いという問題がある。
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、解読され難く、又通信
妨害に強い装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の発信装置は、４つの周波数ｆ１～ｆ４からなる第１低群と４つの周波数ｆ５～
ｆ８からなる第１高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第１ＤＴＭＦ信号と
定義し、４つの低域周波数ｆ１～ｆ４に対して各々周波数をずらしたｆ１’～ｆ４’から
なる第２低群と４つの高域周波数ｆ５～ｆ８に対して各々周波数をずらしたｆ５’～ｆ８
’の第２高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第２ＤＴＭＦ信号と定義した
ときに、４ビットのデータを出力可能な第１出力部と４ビットのデータを出力可能な第２
出力部とを有する発信側制御回路と、前記発信側制御回路の第１出力部に接続され、前記
発信側制御回路の出力する４ビットのデータに基づいて前記第１ＤＴＭＦ信号を発生させ
る第１信号発生部と、前記発信側制御回路の第２出力部に接続され、前記発信側制御回路
の出力する４ビットのデータに基づいて前記第２ＤＴＭＦ信号を発生させる第２信号発生
部と、前記第１信号発生部の発生した前記第１ＤＴＭＦ信号と前記第２信号発生部の発生
した前記第２ＤＴＭＦ信号を発生した第２ＤＴＭＦ信号を電波に乗せて発信する発信部と
、備える。
【０００６】
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　本発明の受信装置は、４つの低域周波数ｆ１～ｆ４からなる第１低群と４つの高域周波
数ｆ５～ｆ８からなる第１高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第１ＤＴＭ
Ｆ信号と定義し、４つの低域周波数ｆ１～ｆ４に対して各々周波数をずらしたｆ１’～ｆ
４’からなる第２低群と４つの高域周波数ｆ５～ｆ８に対して各々周波数をずらしたｆ５
’～ｆ８’の第２高群からそれぞれ１音ずつを組み合わせた信号音を第２ＤＴＭＦ信号と
定義したときに、電波を受信する受信部と、前記受信部が受信した受信信号から前記第１
ＤＴＭＦ信号を読み取って４ビットのデータを出力する第１信号読取部と、前記受信部が
受信した受信信号から前記第２ＤＴＭＦ信号を読み取って４ビットのデータを出力する第
２信号読取部と、前記第１信号読取部の出力する４ビットのデータを取り込む第１入力部
と前記第２信号読取部の出力する４ビットのデータを取り込む第２入力部とを有する受信
側制御回路と、を備える。
【０００７】
　本発明の伝達装置は本発明の発信装置と本発明の受信装置とを備え、また本発明の情報
伝達システムは、本発明の伝達装置を中継点としてイベントの発生情報を伝達する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、第１ＤＴＭＦ信号と第２ＤＴＭＦ信号の２種のＤＴＭＦ信号を併用してデ
ータを伝達（発信／受信）する。このようにすれば、使用帯域の公開された単一種のＤＴ
ＭＦ信号だけを使って、データを伝達する場合に比べて、データが解読され難く、又通信
妨害も受け難い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る通報システムの構成図
【図２】子局の配置条件の説明図
【図３】子局により情報伝達網が構築されていることを示す図
【図４】通報データのデータ構成を示す図
【図５】子局の設置例を示す図
【図６】欠相検出回路、停電検出回路の回路図
【図７】接点スイッチの結線を示す図
【図８】子局の電気的構成を示すブロック図
【図９】ＤＴＭＦ信号発生回路の電気的構成を示すブロック図
【図１０】（１）第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１の対応表　（２）第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２の対応表
【図１１】（１）第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１の周波数を示す図　（２）第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２
の周波数を示す図
【図１２】ＤＴＭＦ信号読取回路の電気的構成を示すブロック図
【図１３】親局の電気的構成を示すブロック図
【図１４】休止時間Ｔａを説明する図
【図１５】異常発生情報が各子局を中継して親局に伝達される動作を示す図
【図１６】通報システムの構成図（子局Ｆ５の配置変更を示す）
【図１７】変形例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明一の実施形態を図１ないし図１６によって説明する。
１．システム全体の構成
　通報システムＵは、配電系統の異常、子局の電源異常などのイベント発生情報を監視員
に通報することを目的としたものであり、図１に示すように、監視所に設置された親局Ｇ
と、複数の子局Ｆ（この実施形態では、Ｆ１～Ｆ７の７局）とから構成されている。これ
ら親局Ｇと子局Ｆはいずれも無線通話機能を備えると共に、各子局Ｆ１～Ｆ７は監視区域
内において、以下の配置条件を満たす場所に配置されている。
【００１１】



(5) JP 2010-239298 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

　配置条件は、以下の２つである。
（１）１以上の子局Ｆが親局Ｇに対して電波の届く範囲内にあること。
（２）親局Ｇを上流としたときに、他の子局Ｆは、上流側に配置された１以上の子局Ｆに
対して電波が届く範囲内にあること。
　尚、図２中において一点鎖線で示す円は、各子局Ｆの電波を届く範囲を示している。
【００１２】
　このような配置条件を満たすことで、図３に示すように、点在配置された各子局Ｆ１～
Ｆ７によって、それを中継点とする情報伝達網Ｚを構築出来る。
【００１３】
　本実施形態では、親局Ｇに局番「０」が割り当てられ、各子局Ｆには「１」～「７」の
局番がそれぞれ割り当てられている。そして、イベント発生情報を検出すると、その子局
Ｆは通報データを、各子局Ｆを中継しながら親局Ｇに伝えるシステム構成となっている。
図４に示すように、通報データは「８ビット」のデータ構成となっており、その内の「４
ビット」が各局の局番に割り当てられ、残る４ビットがイベントの発生情報に関する情報
に割り当てられている（図１０参照）。
【００１４】
　２．子局の構成
　各子局Ｆは、子局本体２０と、小型無線機（以下、単に無線機）７０とから構成され、
例えば、架空配電線を支持するための電柱Ｄに取り付けられている（図５参照）。本実施
形態では、３相２００Ｖと単相１００Ｖを配電する３相４線式の配電系統を監視対象とし
ており、子局本体２０は３相２００Ｖの配電線Ｌｂ、Ｌｗ、Ｌｒに対応して欠相検出回路
２２を備え、単相１００Ｖの引き出し線に対応して停電検出回路２５を備えている（図６
参照）。
【００１５】
　欠相検出回路２２はスター結線された３つの電磁コイル２３Ｂ、２３Ｗ、２３Ｒを備え
ており、各電磁コイル２３Ｂ、２３Ｗ、２３Ｒに３相各相の相電圧が印加される構成とな
っている。これら各電磁コイル２３Ｂ、２３Ｗ、２３Ｒは接点スイッチ２４Ｂ、２４Ｗ、
２４Ｒと共に電磁リレーを構成している。
【００１６】
　各接点スイッチ２４Ｂ、２４Ｗ、２４Ｒは電磁コイル２３Ｂ、２３Ｗ、２３Ｒが通電さ
れると、メーク接点ａを閉じ、通電されない状態ではブレーク接点ｂを閉じる。そして、
これら各接点スイッチ２４Ｂ、２４Ｗ、２４Ｒは図７に示すように並列接続されており、
各コモン端子Ｃが中性線Ｌｃに接続され、各ブレーク接点ｂが出力ラインＬ１に共通接続
されている。
【００１７】
　以上のことから、３相各相が健全であるときには、図７の（１）に示すように各接点ス
イッチ２４Ｂ、２４Ｗ、２４Ｒのブレーク接点ｂが開放状態になり、出力ラインＬ１はオ
ープン状態になる。一方、欠相があると、図７の（２）に示すように、その相に対応した
接点スイッチ（ここでは、２４Ｗ）のブレーク接点ｂが閉じた状態になる。そのため、出
力ラインＬ１は中性線Ｌｃに接続され電位がゼロになる。以上のことから、出力ラインＬ
１がオープンになるか、接続状態（電位ゼロ）になるかによって、３相２００Ｖ配電線の
欠相の有無を検出できる構成となっている。
【００１８】
　停電検出回路２５は欠相検出回路２２と同様に電磁コイル２６を備えている。この電磁
コイル２６は中性線Ｌｃと単相１００Ｖの引き出し線（図中は配電線Ｌｂ）との間に設け
られており、単相１００Ｖが印加される構成となっている。この電磁コイル２６は接点ス
イッチ２７と共に電磁リレーを構成している。接点スイッチ２７はコモン端子Ｃを中性線
Ｌｃに接続させ、ブレーク接点ｂを出力ラインＬ２に接続させている。この接点スイッチ
２７は電磁コイル２６が通電されると、メーク接点ａを閉じ、通電されない状態ではブレ
ーク接点ｂを閉じる。
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【００１９】
　以上のことから、単相１００Ｖが正常に供給されていれば、接点スイッチ２６のブレー
ク接点ｂが開放状態となり、出力ラインＬ２はオープン状態になる。一方、単相１００Ｖ
が停電しているときには、接点スイッチ２６のブレーク接点ｂが閉じた状態になる結果、
出力ラインＬ２は中性線Ｌｃに接続され電位がゼロになる。以上のことから、出力ライン
Ｌ２がオープンになるか、接続状態（電位ゼロ）になるかによって、単相１００Ｖの停電
の有無を検出できる構成となっている。
【００２０】
　欠相検出回路２２、停電検出回路２５は図８に示すように、子局本体２０に設けられた
記憶回路２９に接続されており、これら検出回路２２、２５により欠相、停電が検出され
ると、その情報が記憶回路２９に記憶される構成となっている。
【００２１】
　また、記憶回路２９には電源監視回路２８が接続されている。この電源監視回路２８は
電源（バッテリ）５３の出力電圧、出力電流を検出して電源異常の有無を監視するもので
あり、電源異常を検出すると、その情報を記憶回路２９に記憶させるようになっている。
【００２２】
　そして、子局本体２０に設けられた制御回路６１が記憶回路２９に定期的にアクセスし
て記憶された情報を確認することで、３相２００Ｖの配電線Ｌの欠相の有無、単相１００
Ｖの停電の有無、電源異常の有無が監視される構成となっている。
【００２３】
　さて、子局本体２０は図８に示すように、制御回路６１、ＤＴＭＦ信号発生回路３１、
ＤＴＭＦ信号読取回路４１、混信防止用検出回路５１、タイマ５５、ＲＯＭ６７を備えて
いる。
【００２４】
　制御回路６１（本発明の「発信側制御回路」、「受信側制御回路」に相当）は、図９に
示すように、Ｐ１～Ｐ４の４つの出力ポートからなる第１出力部６２と、Ｐ５～Ｐ８の４
つの出力ポートからなる第２出力部６３を設けており、またＰ１１～Ｐ１４の４つの入力
ポートからなる第１入力部６４と、Ｐ１５～Ｐ１８の４つの入力ポートからなる第２入力
部６５を設けている。そして、制御回路６１は欠相、停電、電源異常を検出すると、８ビ
ットからなる通報データを第１出力部６２と第２出力部６３を使用してパラレル出力する
。
【００２５】
　尚、８ビットからなる通報データのうち、第１出力部６２から出力される４ビットは、
図１０の（１）に示すように親局、子局の局番に割り当てられ、第２出力部６３から出力
される４ビットは、図１０の（２）に示すように欠相、停電、電源異常などイベントの発
生状況に割り当てられている。
【００２６】
　ＤＴＭＦ信号発生回路３１は、図９に示すように第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２（本発
明の「第１信号発生部」に相当）、第１水晶発振子３３、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４
（本発明の「第２信号発生部」に相当）、第２水晶発振子３５などから構成されている。
【００２７】
　第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４は共に、４つの入力ポ
ートＡ～Ｄを設けている。そして、制御回路６１の第１出力部６２に第１ＤＴＭＦ信号発
生ＩＣ３２の各入力ポートＡ～Ｄが接続され、制御回路６１の第２出力部６３に第２ＤＴ
ＭＦ信号発生ＩＣ３４の各入力ポートＡ～Ｄが接続されている。
【００２８】
　このように、制御回路６１に対して、両ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２、３４がパラレル接
続されており、制御回路６１の第１出力部６２より出力された４ビットのデータ（局番の
情報）は第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２に対して入力される。また、制御回路６１の第２
出力部６３より出力された４ビットのデータ（イベントの発生状況に関する情報）は第２
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ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４に対して入力される。
【００２９】
　そして、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２は、入力された４ビットのデータに従って第１
ＤＴＭＦ信号Ｓ１を発生し、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４は、入力された４ビットのデ
ータに従って第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２を発生する。
【００３０】
　ＤＴＭＦ（Dual-Tone Multi-Frequency）信号はいわゆるトーン信号として知られる音
声周波数帯域の信号音のことであり、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２の相
違は中心周波数が異なっている点にある。
【００３１】
　具体的に説明すると、図１１の（１）に示すように、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１は、各々１
０％程度周波数の値がずれたｆ１～ｆ４の４つの周波数からなる第１低群のうちいずれか
の音と、各々１０％程度周波数の値がずれたｆ５～ｆ８の４つの周波数からなる第１高群
のうちいずれかの音を組み合わせた信号であるのに対し、第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２は、図１
１の（２）に示すように、各々１０％程度周波数の値がずれたｆ１’～ｆ４’からなる第
２低群のうちいずれかの音と、各々１０％程度周波数の値がずれたｆ５’～ｆ８’からな
る第２高群のうちいずれかの音を組み合わせた信号となっている。
【００３２】
　尚、この実施形態では、第１低群を構成する各周波数ｆ１～ｆ４はそれぞれ６７９Ｈｚ
、７７０Ｈｚ、８５２Ｈｚ、９４１Ｈｚである。また、第１高群を構成する各周波数ｆ５
～ｆ８はそれぞれ１２０９Ｈｚ、１３３６Ｈｚ、１４７７Ｈｚ、１６６３Ｈｚであり、第
１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２は、規格として定められた８つの周波数を発生させるように
設定してある。
【００３３】
　これに対して、第２低群を構成する各周波数ｆ１’～ｆ４’は、規格として定められた
周波数ｆ１～ｆ４に対して６％程度ずつ、周波数を高い方にずらした設定にしてあり、第
２高群を構成する各周波数ｆ５’～ｆ８’も規格として定められた中心周波数ｆ５～ｆ８
に対して６％程度ずつ、周波数を高い方にずらした設定にしてある。
【００３４】
　尚、上記設定が、本発明の「前記第２低群は、周波数ｆ１’又は周波数ｆ２’（実施例
では、周波数ｆ１’）が、周波数ｆ１と周波数ｆ２の間の帯域に含まれるように第１低群
の全体をずらしたものであり、前記第２高群は、周波数ｆ５’又は周波数ｆ６’（実施例
では、周波数ｆ５’）が、周波数ｆ５と周波数ｆ６の間の帯域に含まれるように第１高群
の全体をずらしたものである」に相当している。また、規格からはずれた周波数のＤＴＭ
Ｆ信号を発生させるには、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４を動作させる発振子３５の周波
数ｆｃ’を、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２を動作させる発振子３３の周波数ｆｃ（基本
周波数）に対して高い方にずらしてやればよい。
【００３５】
　上記第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２の出力ポートＯ１と第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４
の出力ポートＯ２は、共にミキサ（加算器）３６に接続されている。そして、ミキサ３６
の出力端子は無線機８０のマイク端子８４Ａに接続されている。
【００３６】
　以上のことから、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２にて発生した第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と
、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４の発生した第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２はミキサ３６にて混成
（加算）された後、無線機８０を通じて発信される構成となっている。
【００３７】
　このように本実施形態のものは、８ビットからなる通報データを、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ
１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２とを混成した混成信号により発信させている。
【００３８】
　次に、ＤＴＭＦ信号読取回路４１について説明する。ＤＴＭＦ信号読取回路４１は、図
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１２に示すように第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２（本発明の「第１信号読取部」に相当）
、第１水晶発振子４３、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４（本発明の「第２信号読取部に相
当」）、第２水晶発振子４５などから構成されている。尚、第１水晶発振子４３の周波数
は「ｆｃ」であるのに対して、第２水晶発振子４５の周波数は「ｆｃ’」となっており、
発生回路３１側と同様に「ｆｃ」に対して周波数を高い方にずらしてある。
【００３９】
　第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２の入力ポートＩ１と、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の
入力ポートＩ２は、無線機８０のスピーカ端子８２Ａに共通接続してあり、無線機８０か
らスピーカ出力された出力信号は、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２と、第２ＤＴＭＦ信号
読取ＩＣ４４の双方に入力される構成となっている。
【００４０】
　第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２は第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２に対応するものであり
、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２の発生する８つの中心周波数ｆ１～ｆ８の音を読み取り
、それを４ビットのバイナリデータにデコードする。一方、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４
４は第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４に対応するものであり、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３
４の発生する８つの中心周波数ｆ１’～ｆ８’の音を読み取って、それを４ビットのバイ
ナリデータにデコードする。
【００４１】
　尚、これら両ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２、４４は、中心周波数ｆの前後２％程度の周波
数帯ｄに含まれる信号を読み取ることが可能であり、図１１に示す「Ｗ」の周波数帯の信
号は読み取ることが出来ない。そして、すでに説明したように第２低群の４つの中心周波
数ｆ１’～ｆ４’は、第１低群の４つの中心周波数ｆ１～ｆ４に対して６％程度ずつ周波
数をずらしてあり、又２高群を構成する４つの中心周波数ｆ５’～ｆ８’も第１高群を構
成する４つの中心周波数ｆ５～ｆ８に対して６％程度ずつ、周波数をずらしてある。
【００４２】
　以上のことから、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２の発したｆ１～ｆ８の８つの周波数の
信号音は、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２でのみ読み取れ、また、第２ＤＴＭＦ信号発生
ＩＣ３４の発したｆ１’～ｆ８’の８つの周波数の信号音は、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ
４４でのみ読み取れる。
【００４３】
　上記第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４は共に、４つの出
力ポートＡ～Ｄを設けている。そして、制御回路６１の第１入力部６４に第１ＤＴＭＦ信
号読取ＩＣ４２の各出力ポートＡ～Ｄが接続され、制御回路６１の第２入力部６５に第２
ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の各出力ポートＡ～Ｄが接続されている。
【００４４】
　このように、両ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２、４４は制御回路６１に対してパラレル接続
されており、制御回路６１には第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２の出力する４ビットのデー
タと、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の出力する４ビットのデータ、すなわち合計８ビッ
トのデータが同時に入力される構成となっている。
【００４５】
　尚、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２の出力する４ビットのデータは、第１ＤＴＭＦ信号
Ｓ１をデコードしたものであるから、局番の情報であり、また、第２ＤＴＭＦ信号読取Ｉ
Ｃ４４の出力する４ビットのデータは、第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２をデコードしたものである
から、イベントの発生状況に関する情報である。
【００４６】
　また、図１２に示すように、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２、第２ＤＴＭＦ信号読取Ｉ
Ｃ４４には、それぞれ検出端子Ｅ１、Ｅ２が設けられている。検出端子Ｅ１は、第１ＤＴ
ＭＦ信号読取ＩＣ４２が有効な信号音（第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１）を検出することを条件に
Ｈレベルになり、それ以外の場合にはＬレベルになる。また、検出端子Ｅ２は、第２ＤＴ
ＭＦ信号読取ＩＣ４４が有効な信号音（第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２）を検出することを条件に
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Ｈレベルになり、それ以外の場合にはＬレベルになる。
【００４７】
　一方、制御回路６１には、チェックポートＰ２０が設けられている。このチェックポー
ト２０には、ＡＮＤゲート４６（本発明の「確認手段」に相当）の出力ラインが連なって
いる。そして、ＡＮＤゲート４６の備える一方側の入力端子に第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ
４２の検出端子Ｅ１が接続され、他方側の入力端子に第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の検
出端子Ｅ２が接続されている。
【００４８】
　このような回路構成とすることで、無線機８０により受信された受信信号に第１ＤＴＭ
Ｆ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２の両信号が含まれている場合に限って、検出端子Ｅ１
と検出端子Ｅ２が双方ともＨレベルになる結果、ＡＮＤゲート４６から制御回路６１のチ
ェックポートＰ２０に、Ｈレベルの確認信号Ｓｅが入力されることとなる。
【００４９】
　そして制御回路６１はこの確認信号Ｓｅが入力される場合に限り、正常なデータを受信
していると判断し、両入力ポート６４、６５を通じて入力される８ビットのデータを読み
取る構成となっている。
【００５０】
　続いて、図８に戻って無線機８０の説明を行う。無線機８０は受信回路８１（本発明の
「受信部」に相当）、スピーカ８２、発信回路８３（本発明の「発信部」に相当）、マイ
ク８４、切替回路８５、アンテナ８７、スピーカ端子８２Ａ、マイク端子８４Ａ、ＰＴＴ
端子８８Ａを備えている。各回路の結線は図８に示す通りであり、受信回路８１、発信回
路８３の両回路が切替回路８５を介してアンテナ８７に接続されると共に、受信回路８１
にはスピーカ８２及びスピーカ端子８２Ａが接続され、発信回路８３にはマイク８４及び
マイク端子８４Ａが接続されている。
【００５１】
　受信回路８１はアンテナ８７で受信された受信信号を復調した後、スピーカ端子８２Ａ
又はスピーカ８２を通じて信号音（第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＭＦ信号Ｓ２を混成し
た混成信号Ｓｈ）を出力するものである。また、発信回路８３はマイク端子８４Ａ又はマ
イク８４を通じて取り込まれる信号音（第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＭＦ信号Ｓ２を混
成した混成信号Ｓｈ）を変調し、アンテナ８７に出力するものである。
【００５２】
　切替回路８５はＰＴＴ端子８８Ａの接続状態に応じて動作するものであって、ＰＴＴ端
子８８Ａがオープンの場合には、アンテナ８７を受信回路８１に接続し、ＰＴＴ端子８８
ＡがＬレベル（ロウレベル）の場合には、アンテナ８７を発信回路８３に接続するもので
ある。
【００５３】
　この実施形態ではＰＴＴ端子８８Ａを、スイッチＳＷ１を介してグラウンドに接続して
あり、そのスイッチＳＷ１を制御回路２１の出力する制御信号ＳｒによりＯＮ／ＯＦＦ制
御できる。そのため、制御回路６１がスイッチＳＷ１をＯＮさせると、ＰＴＴ端子８８Ａ
がＬレベルとなって、アンテナ８７に受信回路８１が接続された状態となる。一方、制御
回路６１がスイッチＳＷ１をＯＦＦさせると、ＰＴＴ端子８８Ａがオープンとなって、ア
ンテナ８７に発信回路８３が接続される状態となる。尚、通常は、制御回路６１により、
スイッチＳＷ１はＯＦＦ状態に制御され、無線機８０は電波を受信する受信動作を行う状
態となる。
【００５４】
　３．親局Ｇの構成
　図１３に示すように、親局Ｇは無線部１８０と親局本体１２０とから構成されている。
親局Ｇの無線部１８０は、受信回路１８１、発信回路１８３、切替回路１８５、アンテナ
１８７、スピーカ端子１８２Ａ、マイク端子１８４Ａ、ＰＴＴ端子１８８Ａを備えている
。この無線部１８０は子局Ｆの無線機８０と同様の機能を果たすものであり、スピーカ端
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子１８２Ａを通じて入力された信号音（第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＭＦ信号Ｓ２を混
成した混成信号Ｓｈ）を変調した後、アンテナ１８７を通じて発信すると共に、アンテナ
１８７を通じて受信した受信信号を復調して、スピーカ端子１８２Ａを通じて信号音（第
１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＭＦ信号Ｓ２を混成した混成信号Ｓｈ）を出力するものであ
る。
【００５５】
　尚、切替回路１８５は子局Ｆのそれと同様に、ＰＴＴ端子１８８Ａの接続状態に応じて
動作し、ＰＴＴ端子１８８Ａがオープンの場合には、アンテナ１８７を受信回路１８１に
接続し、ＰＴＴ端子１８８ＡがＬレベル（ロウレベル）の場合には、アンテナ１８７を発
信回路１８３に接続するものである。
【００５６】
　この実施形態ではＰＴＴ端子１８８ＡをスイッチＳＷ１を介してグラウンドに接続して
あり、そのスイッチＳＷ１を制御回路１６１の出力する制御信号ＳｒによりＯＮ／ＯＦＦ
制御できる。そのため、親局本体１２０の制御回路１６１がスイッチＳＷ１をＯＮさせる
と、ＰＴＴ端子１８８ＡがＬレベルとなって、アンテナ１８７に受信回路１８１が接続さ
れた状態となる。一方、制御回路１６１がスイッチＳＷ１をＯＦＦさせると、ＰＴＴ端子
１８８Ａがオープンとなって、アンテナ１８７に発信回路１８３が接続される状態となる
。尚、通常は、制御回路１６１により、スイッチＳＷ１はＯＦＦ状態に制御され、無線部
１８０は電波を受信する受信動作を行う状態となる。
【００５７】
　親局本体１２０はＤＴＭＦ信号発生回路１３１、ＤＴＭＦ信号読取回路１４１、混信防
止用検出回路１５１、電源回路１５３、ＲＯＭ１６７を備える。ＤＴＭＦ信号発生回路１
３１は子局のＤＴＭＦ信号発生回路３１と同様に、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３２、第１
水晶発振子３３、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４、第２水晶発振子３５などから構成され
、ＤＴＭＦ信号発生回路３１と同様の機能を担う。また、ＤＴＭＦ信号読取回路１４１は
子局のＤＴＭＦ信号読取回路４１と同様に、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２、第１水晶発
振子４３、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４、第２水晶発振子４５などから構成され、ＤＴ
ＭＦ信号読取回路４１と同様の機能を担う。
【００５８】
　尚、親局Ｇは子局Ｆからの通報を受けるものであるので、欠相検出回路２２、停電検出
回路２５などの各検出回路、及び検出結果を記憶するため記憶回路２９は搭載しておらず
、表示器１２５、ブザー１２７などの通報報知手段が設けられている。
【００５９】
　また、親局本体１２０には、リセットスイッチＳＷ２が設けられている。このリセット
スイッチＳＷ２は制御回路１６１に接続されている。制御回路１６１は、リセットスイッ
チＳＷ２がＯＮ状態になること条件に、無線部１８０を通じて、局番「０」の情報を含む
通報データを発信する。この通信システムＵでは、局番「ゼロ」を含む通報データを受信
した場合、各子局Ｆは記憶回路２９の情報をリセットするように放送プロトコルを定めて
あり、監視員はリセットスイッチＳＷ２をＯＮ操作することで、通報システムＵをリセッ
ト（情報伝達網Ｚを構成する各子局Ｆの記憶回路２９をクリア）することが出来る。
【００６０】
　４．放送プロトコル
　子局Ｆには、（１）～（４）の放送プロトコルが定められている。
　（１）記憶回路２９に異常発生の情報が記憶されていれば、通報データを無線機８０を
用いて放送する。
　（２）放送を受信したとき、通報データに自己の局番以外が含まれていれば、通報デー
タを放送する。
　（３）放送完了後の一定時間は放送を休止する。
　（４）局番「０」を含む通報データを受信した場合、記憶回路２９をリセットする。
【００６１】
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　尚、ここでいう、「放送」とは相手側を特定せず一方向的に情報を発信するという意味
であり、相手先を特定し接続を確立させた上で情報を発信する「通信」とは異なる概念で
ある。
【００６２】
　本通信システムＵでは、上記放送プロトコルを実行するための放送プログラムが、各子
局本体２０のＲＯＭ６７に記憶されており、各制御回路６１がＲＯＭ６７に書き込まれた
放送プログラムに従って、各回路に指令を与えることで、各子局が上記（１）～（４）の
放送プロトコルに従って動作するようになっている。
【００６３】
　尚、子局本体２０に設けられたタイマ５５は、（３）の放送を休止する休止時間Ｔａを
計時するものである。本実施形態は、休止時間Ｔａを、各子局が１回の放送に要する放送
時間Ｔｏに情報伝達網Ｚを構成する子局の台数Ｎ（この例では、７台）を乗じた時間に設
定している（図１４参照）。
【００６４】
　５．動作説明及び効果
　通常、各子局Ｆ１～Ｆ７及び親局Ｇの無線通話機能は、いずれも受信動作を行う状態に
制御されている。そして、各子局Ｆ１～Ｆ７の子局本体２０の制御回路６１は、記憶回路
２９にアクセスして異常発生の情報が書き込まれているか確認する処理を定期的に行う。
配電系統、電源異常がなければ、この監視状態が続く。
【００６５】
　以下、子局Ｆ５の監視する配電系統において停電故障が発生した事例を例にとって、通
報システムＵの動作説明を行う。図３、図１５に示すように時刻ｔ０にて停電故障が発生
すると、停電検出回路２５が停電を検出し、その情報を子局本体２０の記憶回路２９に記
憶する。すると、子局Ｆ５の制御回路６１により、停電の情報が確認される。
【００６６】
　異常の発生が確認されると、子局Ｆ５の制御回路６１はまず、スイッチ切替信号Ｓｒを
出力し、スイッチＳＷ１をＯＮさせる。これにより、無線機８０のＰＰＴ端子８８Ａの接
続状態がオープンからＬレベル（ロウレベル）に切り換わり、アンテナ８７の接続先が受
信回路８１から発信回路８３に切り換えられる。
【００６７】
　そして、子局Ｆ５の制御回路６１は、放送プロトコル（１）に従って、通報データを無
線機８０を用いて放送する。この場合、自己の局番「５」であるから、第１出力部６２を
通じて「０１０１」のデータが出力され、また、停電故障が発生しているから、第２出力
部６３を通じて「００１０」のデータが出力される（図１０参照）。
【００６８】
　第１出力部６２を通じて出力された４ビットのデータ「０１０１」は第１ＤＴＭＦ信号
発生ＩＣ３２に入力され、第２出力部６２を通じて出力された４ビットのデータ「００１
０」は第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４に入力される。そして、第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ
３２では、入力されたデータに従って、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１（ここでは、「ｆ２」の音
と「ｆ６」の音を合わせた信号）が生成される。また、第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ３４で
は、入力されたデータに従って、第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２（ここでは、「ｆ３’」の音と「
ｆ５’」の音を合わせた信号）が生成される。
【００６９】
　その後、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２は、ミキサ３６で混成され混成
信号Ｓｈとなる。そして、混成信号Ｓｈは無線機８０に入力される。無線機８０に入力さ
れた混成信号Ｓｈは、発信回路８３にて変調された後、アンテナ８５に送られて放送され
る。
【００７０】
　子局Ｆ５は放送完了後、放送プロトコル（３）に従って、放送を休止時間Ｔａだけ休止
する。そして、この休止時間Ｔａの間に、アンテナ８７の接続先を発信回路８３から受信
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回路８１に切り換える。これにより、子局Ｆ５は再び受信可能な状態に戻る。
【００７１】
　一方、子局Ｆ５にて放送が行われると、子局Ｆ５の発信した電波は、子局Ｆ５の電波到
達範囲内に設置された子局Ｆ４にて受信される（図３、図１５参照）。電波を受信した子
局Ｆ４では、無線機８０の受信回路８１にて受信した受信信号が復調され、ＤＴＭＦ信号
読取回路４１に混成信号Ｓｈが出力される。
【００７２】
　出力された混成信号Ｓｈは図１２に示すように、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４２と第２
ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の双方に取り込まれる。そして、第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４
２は、取り込まれた混成信号Ｓｈから第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１を読み取って、４ビットのバ
イナリデータ（ここでは、データ「０１０１」）を制御回路６１の第１入力部６４に出力
する。また、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４は、取り込まれた混成信号Ｓｈから第２ＤＴ
ＭＦ信号Ｓ２を読み取って、４ビットのバイナリデータ（ここでは、データ「００１０」
）を制御回路６１の第２入力部６５に出力する。
【００７３】
　また、無線機８０が混成信号Ｓｈを受信しているこのケースでは、第１ＤＴＭＦ信号読
取ＩＣ４２の検出端子Ｅ１、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の検出端子Ｅ２はいずれも、
Ｈレベルになるので、ＡＮＤゲート４６から制御回路６１のチェックポートＰ２０にＨレ
ベルの確認信号Ｓｅが出力される。
【００７４】
　すると、子局Ｆ４の制御回路６１は、正常なデータを受信していると判断し、第１入力
部６４、第２入力部６５にアクセスして、通報データを読み取る処理を行う。かくして、
子局Ｆ５の発した通報データが子局Ｆ４の制御回路６１に伝達される。
【００７５】
　そして、通報データを受けた子局Ｆ４の制御回路６１は、アンテナ８７の接続先を受信
回路８１から発信回路８３に切り換える処理を行い、その後、放送プロトコル（２）に従
い、受信した通報データを子局Ｆ５と同様の手順で放送する。これにより、子局Ｆ４から
第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２を混成した混成信号Ｓｈが発信される。
【００７６】
　そして、子局Ｆ４は放送完了後、放送プロトコル（３）に従って、放送を休止時間Ｔａ
だけ休止する。そして、この休止時間Ｔａの間に、アンテナ８７の接続先を発信回路８３
から受信回路８１に切り換える。これにより、子局Ｆ４は再び受信可能な状態に戻る。
【００７７】
　一方、子局Ｆ４にて放送が行われると、子局Ｆ４の発信した電波は、子局Ｆ４の電波到
達範囲内に設置された子局Ｆ３にて受信される（図３、図１５参照）。そして、子局Ｆ３
の制御回路６１は、ＡＮＤゲート４６から確認信号Ｓｅの入力があれば、正常なデータを
受信していると判断し、第１入力部６４、第２入力部６５にアクセスして通報データを読
み取る処理を行う。かくして、子局Ｆ４の発した通報データが子局Ｆ３の制御回路６１に
伝達される。
【００７８】
　その後、子局Ｆ３は子局Ｆ４と同様に、アンテナ８７の接続先を受信回路８１から発信
回路８３に切り換える処理を行い、その後、放送プロトコル（２）に従い、受信した通報
データを放送する。
【００７９】
　そして、子局Ｆ３は放送完了後、放送プロトコル（３）に従って放送を休止時間Ｔａだ
け休止する。そして、この休止時間Ｔａの間に、アンテナ８７の接続先を発信回路８３か
ら受信回路８１に切り換える。これにより、子局Ｆ３は再び受信可能な状態に戻る。
【００８０】
　このように、放送を受信した各子局Ｆが、ＡＮＤゲート４６から確認信号Ｓｅの入力が
あることを条件として、同じ内容の通報データを放送することで、通報データが各子局Ｆ



(13) JP 2010-239298 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

を中継して親局Ｇに順々に伝達されてゆく。
【００８１】
　そして、最終的には子局Ｆ１が放送を行い、それを親局Ｇに受信する。電波を受信した
親局Ｇでは、子局Ｆの場合と同様に、無線部１８０の受信回路１８１にて受信した受信信
号が復調され、無線部１８０からＤＴＭＦ信号読取回路１４１に混成信号Ｓｈが出力され
る。
【００８２】
　そして、ＤＴＭＦ信号読取回路１４１では、出力された混成信号Ｓｈから第１ＤＴＭＦ
信号Ｓ１を取り出し、それらを４ビットのバイナリデータ（ここでは、データ「０１０１
」）にデコードして制御回路１６１に出力する。また、取り込まれた混成信号Ｓｈから第
２ＤＴＭＦ信号Ｓ２を読み取って、４ビットのバイナリデータ（ここでは、データ「００
１０」）にデコードして制御回路６１に出力する。
【００８３】
　そして、制御回路１６１は、チェックポートＰ２０にＨレベルの確認信号Ｓｅが入力さ
れていることを条件に、出力された８ビットの通報データを読み取る処理を行う。
【００８４】
　この場合、通報データの内訳は、局番「５」に対応する「０１０１」の４ビット、停電
故障に対応する「００１０」の４ビットとなる。そのため、親局Ｇの制御回路１６１は、
ブザー１２７を報知すると共に、表示器１２５に局番「５」と「停電発生」を表示させる
。かくして、子局Ｆ５の監視する配電系統にて停電故障が起きたことが監視員に通報され
る。
【００８５】
　このように、本通報システムＵでは、配電系統の異常発生情報を、発生箇所の情報と共
に監視所の監視員に通報できる。そして、本通報システムＵでは、通報データのうち、４
ビット分を第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１にて放送し、残る４ビット分を第２ＤＴＭＦ信号Ｓ２に
て放送している。しかも、子局Ｆ１～Ｆ７の各制御回路６１及び、親局Ｇの制御回路１６
１は、いずれも、チェックポートＰ２０にＨレベルの確認信号Ｓｅが入力されていること
を条件に、通報データを読み取る処理を行う。
【００８６】
　このようにしておけば、規格として定められた第１低群と第１高群を組み合わせた第１
ＤＴＭＦ信号を用いた妨害電波を受け、それを各子局Ｆ、親局Ｇが受信してしまったとし
ても、その場合には、第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ４４の検出端子Ｅ２がＬレベルのままに
なるので、チェックポートＰ２０にＨレベルの確認信号Ｓｅが入力されることはない。従
って、妨害電波は正常なデータとみなされないので、子局Ｆの制御回路６１及び親局Ｇの
制御回路１６１が、妨害電波の影響を受けて、誤作動することがない。
【００８７】
　特に、本通報システムＵは、山間部など交通の便が悪い地域の配電系統を監視するのに
使用されるから、山間部の配電系統に異常がないにも拘わらず、そこで異常は発生してい
る旨を、誤作動により表示してしまうと、それを知らない監視員は山間部まで配電系統の
様子を見に行くこととなり、それは全くの無駄足になるが、この通報システムＵであれば
、係る事態を未然に回避することが可能であり、実用的効果が極めて高い。
【００８８】
　また、通報データを傍受されたとしても、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信号Ｓ
２の双方が解読される可能性は極めて低く、この点も効果的である。
【００８９】
　また、図１１に示すように、第２低群は、周波数ｆ１と周波数ｆ２の間の帯域に、周波
数ｆ１’が含まれるように第１低群の全体をずらしたものとなっており、また、第２高群
は、周波数ｆ５と周波数ｆ６の間の帯域に、周波数ｆ５’が含まれるように第１高群の全
体をずらしたものとなっている。
【００９０】
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　このように第２低群、第２高群を設定すれば、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１と第２ＤＴＭＦ信
号Ｓ２を併用してデータを伝達しているにもかかわらず、第１ＤＴＭＦ信号Ｓ１のみを使
ってデータを伝達する場合と、使用する帯域の全幅はほぼ同じであり、この点も効果的で
ある。
【００９１】
　また、本通報システムでは、同時に８ビットのデータを送ることが可能であり、４ビッ
トのデータしか遅れない通常のＤＴＭＦ信号方式のものに比べて、単位時間当たりに２倍
のデータを送ることが可能となる。従って、レートを落とすことなく、監視員に対してよ
り多くの情報を伝えることが可能となる。
【００９２】
　また、配電系統は需要家の増減に対応して系統構成の変更を余儀なくされる場合があり
、そのような場合、情報伝達網Ｚを再編成する必要がある。この点、本通報システムＵで
は、情報を放送により伝達させている。放送であれば、一方向的に電波を発信するだけな
ので、電波が届きさえすれば、子局Ｆをどの場所にも自由に配置でき、また、通信と違っ
て相手先を特定する必要もない。
【００９３】
　そのため、例えば、図１６に示すように、子局Ｆ５の配置を図中の左斜め下の位置から
図中の上側中央の位置に配置変更する場合、子局Ｆ５が情報を伝える相手は、子局Ｆ４か
ら子局Ｆ３に変わるものの、それに伴う設定変更を子局Ｆ３、Ｆ４は無論のこと、子局Ｆ
５についても何ら変更する必要がない。また、子局Ｆを増設する場合も、既存の子局Ｆ１
～Ｆ７の設定を何ら変更する必要がない。従って、構築した情報伝達網Ｚを再編成し易い
。
【００９４】
　また、本通報システムＵでは、放送プロトコル（３）によって休止時間Ｔａを定めてお
り、放送完了後の一定時間は放送を休止する設定としてある。しかも、休止時間Ｔａは、
各子局が１回の放送に要する放送時間Ｔｏに情報伝達網Ｚを構成する子局の台数Ｎ（この
例では、７台）を乗じた時間に設定している。
【００９５】
　このようにすることで、各子局は情報を一回だけ放送するようになるので、情報伝達網
Ｚを構成する各子局Ｆ間で、同じ情報が無限に放送され続けることがない。
【００９６】
　尚、上記の動作説明では、子局Ｆ５→子局Ｆ４→子局Ｆ３→子局Ｆ１の順に各局が放送
を行うことで、通報データが親局Ｇに伝えられる例を説明したが、通報データを中継して
ゆく過程で、上記子局Ｆ５、Ｆ４、Ｆ３、Ｆ１の他、放送を行う子局Ｆは無論ある。とい
うのも、例えば、子局Ｆ３の放送は、子局Ｆ１の他、子局Ｆ６も受信する。そのため、子
局Ｆ３に続いて子局Ｆ１が放送するとき、子局Ｆ６も同じように放送を行う。ただし、こ
の場合、子局Ｆ６の放送は、いわゆる下流（親局Ｇから離れる方向）への放送伝達となり
、親局Ｇ側に向かうものではないので、先では説明を割愛した。また、子局の配置によっ
ては、複数の子局Ｆが放送した電波を、他の子局Ｆが同時に受信することもあるが、この
ような場合、電波の強い方が優先されることとなる。
【００９７】
　次に、リセット動作の説明を行う。親局ＧのリセットスイッチＳＷ２を操作すると、親
局Ｇにより局番「０」の情報を含む通報データが放送される。親局Ｇが放送を行うと、放
送された通報データは、やはり各子局Ｆにより順々に放送され、情報伝達網Ｚを構成する
各子局Ｆにて受信される。そして、局番「０」の情報を含む通報データを受信した各子局
Ｆは、放送プロトコルの（４）に従って、記憶回路２９をリセットする。
【００９８】
　このように、監視所の監視員は親局ＧのリセットスイッチＳＷ２を操作することで、情
報伝達網Ｚを構成する各子局Ｆの記憶回路２９の記憶状態をリセットできる。そして、こ
のようなリセット操作を可能とすることで、以下の効果を得ることが可能となる。
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【００９９】
　先に説明したように、本通報システムＵでは各子局Ｆは情報を一回だけ放送する。その
ため、無線機の不調、混信などが起きると、放送による情報の伝達が途中で途切れてしま
い、親局Ｇに通報データを伝達できない場合がある。
【０１００】
　この点、上記リセット操作を行って各子局Ｆの記憶回路２９の記憶状態をリセットして
やれば、配電系統の異常、電源異常が発生している子局Ｆでは、リセット後、配電系統の
異常、電源異常が再び検出され、記憶回路２９に異常発生情報が書き込まれることとなる
。すると、その子局Ｆが自己の局番を含む通報データを改めて放送し、情報伝達網Ｚを構
成する各子局Ｆにより放送伝達が再度行われる。従って、途中で途切れて伝達できなかっ
た通報データを親局Ｇに伝達できる。
【０１０１】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１０２】
　（１）上記実施形態では、本通報システムＵの適用例として配電系統、電源の異常検出
を行うものを例示したが、検出対象のイベントは例示したものに限定されない。例えば、
ドアの開閉を検出し、それを通報する通報システム又は、火災の有無を検出しそれを通報
する通報システムとすることも可能である。
【０１０３】
　（２）上記実施形態では、周波数を高い方にずらしたものを例示したが、図１７に示す
ように、周波数を低い方にずらすことも可能である。
　（３）上記実施形態では、イベント情報を、放送により伝達する例を示したが、通信で
伝達してもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　２０…子局本体
　２２…欠相検出回路（イベント情報検出手段）
　２５…停電検出回路（イベント情報検出手段）
　２８…電源異常検出回路（イベント情報検出手段）
　２９…記憶回路
　３１…ＤＴＭＦ信号発生回路
　３２…第１ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ（本発明の「第１信号発生部」に相当）
　３４…第２ＤＴＭＦ信号発生ＩＣ（本発明の「第２信号発生部」に相当）
　３６…ミキサ
　４１…ＤＴＭＦ信号読取回路
　４２…第１ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ（本発明の「第１信号読取部」に相当）
　４４…第２ＤＴＭＦ信号読取ＩＣ（本発明の「第２信号読取部」に相当）
　４６…ＡＮＤゲート（本発明の「確認手段」に相当）
　６１…制御回路（本発明の「発信側制御回路」、「受信側制御回路」に相当）
　６２…第１出力部
　６３…第２出力部
　６４…第１入力部
　６５…第２入力部
　８０…無線機
　８１…受信回路（本発明の「受信部」に相当）
　８３…発信回路（本発明の「発信部」に相当）
　１２０…親局本体
　１６１…制御回路
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　１３１…ＤＴＭＦ信号発生回路
　１４１…ＤＴＭＦ信号読取回路
　１８０…無線部
　１８１…受信回路（本発明の「受信部」に相当）
　１８３…発信回路（本発明の「発信部」に相当）
　Ｆ１～Ｆ７…子局（本発明の「発信装置」、「受信装置」、「伝達装置」に相当）
　Ｇ…親局（本発明の「発信装置」、「受信装置」、「伝達装置」に相当）
　Ｓ１…第１ＤＴＭＦ信号
　Ｓ２…第２ＤＴＭＦ信号
　Ｓｈ…混成信号
　ＳＷ１…スイッチ
　ＳＷ２…リセットスイッチ
　Ｕ…通報システム（本発明の「情報伝達システム」に相当）

【図１】 【図２】
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